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明大ア 24号

《研究ノート》

魏晋南北朝時代の禁酒に関する予備的考察

一仏教社会史研究のために一

佐藤

はじめに

していく過程で、人びとの行動や思考へどのよ

{？ 

仏教学や宗学の中

外交、社会経済などの視点からは十分に明らかにしナかい

きた思想研究の成果を踏まえ、歴史学の側に軸を置きなが

ら、仏教者の生活や行為に注目し、その把捉に努めていく。禁酒をテーマとする本稿の副題に「仏

教社会史研究のために」という文言を掲げたのは、一見、仏教とは関係のない記述に終始する

察の裏側に、そのような問題意識が伏在していることを、示しておく必要があるように感じたた

めであ

戒（戒律）・定（禅定）・慧（智慧）の三学を基底においている。このう

学は生活の道徳的規範としての性格が強く、仏教者の事績・行為を見ていく上でも欠くことので

きない要素であった。戒にはさまざまな種類があるが、仏教徒になる際に仏 (Buddha) 曇

(Dharma)・僧（S抑 gha) の三宝に帰依することを誓う「三帰」

ける「五戒」、在家の信者が一日一夜だけ五戒にさら

に近い生活を行う「八斎戒」、出家した沙弥・沙弥尼が受持する「＋戒」、比丘・比丘尼と呼ばれ

る出家の修行者が受持すべき「具足戒」、在家出家を問わず大乗の立場から自利•利他の修行を行

う者、すなわち菩薩の戒としての「菩薩戒（大乗戒）」などがよく知られている。一般的に、

ず三宝に帰依し、不殺生・不楡盗・不邪淫・不妄語・不飲酒の五つの徳目からなる五

在家の生活を捨て出家の僧となる場合は十戒を受け、男性であれば沙弥、女性であ

となり、のちに三師七証と呼ばれる立会人のもと具足戒を受けて、晴れて正式な出家

者、比丘書比丘尼となる。出家者が受持すべき戒の条目のこと あるいは波羅提木叉

(pratimo捻a) といい、その数は律典により異な

うな戒律の、中国における受容史と禁酒との関連でまず注目すべきは、昭和 38(1963) 

された、道端良秀「中国仏教と禁酒運動一仏教徒の精神生活の一面ー」であろう。

仏教における不飲酒戒の受容態度や、教団における飲酒の弊風、禁酒の実践的活動の俯諏がなさ
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れており、その叙述も平易でよく行き届いた論考だといえるが、仏教教団の外側で行われた禁酒

への目配りについては必ずしも十分ではない(3)。

道端論文の拓いた視点を一歩進め、仏教における禁酒に関する言説が政治・経済を含む中国の

社会にどのような影響を与えたのか、あるいは、政治・経済上の理由から行われた酒の醸造や飲

酒の禁止が仏教教団にどのような影響を与えたのか、という問題にまで踏み込もうとする場合に

は、歴史研究の側で培われた成果、とりわけ税制・財政、専売制、災害時の救済政策に関する諸

研究にも目を向ける必要があるだろう。もっとも、こうした研究成果の多くは、財政史や荒政史、

災害史、水利史など、それぞれの領域に焦点をあわせたものであり、もとより禁酒そのものを考

察の中心に置いたものではない。そのため、わが国ではかなり早い時期から論究されていたにも

関わらず、学説史を形成するに至ることなく、見過ごされてきた部分があるように思われる。

そこで本稿では、関連する先行研究を紹介しつつ史料を確認していく地道な積み重ねの中で、

それぞれの時代において国家の主導により行われた禁酒（酒禁）が、いかなる理由で行われてき

たのかを確認していくことで、魏晋南北朝時代の禁酒をめぐるさまざまな言説を、，より広く立体

的に把捉し、新たな課題に挑んでいくための手がかりを得たいと考えている。

1. 前漢及び新の飲酒と酒専売制度

『史記』殷本紀に由来する「酒池肉林」の故事のように、実際の殷王朝が淫蕩の限りを尽くし

滅亡への道を歩んだかどうかはひとまず措くとしても、殷の滅亡の一因を酒害に認め「酒は祭祀

のためのものであり、人が享受するためのものではない」とする言説は、周人に対して飲酒の禁

止を宣した周公旦の布告として知られる、『書経』酒詰にみえている(4)。

清朝の考証学者・顧炎武は『 H知録之余』巻 2の中で禁酒の事例を掲げ、酒詰以下、歴代王朝

による禁酒令の事例を挙げている例先に紹介した道端良秀も「中国仏教と酒」をめぐる問題に

取り組むにあたり、この書物を幡いて、禁酒の目的が一様ではないことを指摘した上で、①水旱

災の際に酒の醸造や販売（酷酒）を禁止するもの、②穀物の消費を抑えるために造酒を禁止する

もの、③飲酒により訴訟や国政批判などさまざまな弊害が生じるために禁止するもの、の 3点が

禁酒令の理由として考えられると述べている(6)。それは、あくまで大まかな見通しにすぎないが、

基本的には首肯されるべき見解であろう。だが一方で、酒の醸造や販売に対する規制という観点

から禁酒をみるのであれば、漢代以来たびたび行われた権酷（酒専売）との関係も考慮しつつ、

見通しを立てておく必要があるのではないだろうか(7)。

近代日本における中国文学の開拓者のひとり青木正兒は、酒をこよなく愛する文人としての一

面をもち、文業酒食に関する随筆を集めた『酒中趣』や、周漢魏晋より唐代に至る詩人たちの 170
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こ＇とである。ただしその記録は曖昧で、 『漢書』武帝紀の天漢 3(B.C.98)年春 2月の条は「初

権酒酷」と記して酒専売制の創設を伝えるものの、 『漢書』食貨志に関連する記述がみえない。

一方、 『漢書』昭帝紀の始元 6 (B.C.81)年の条には、酒専売業務を担当していたと考えられる

権酷官が廃止され、民間による酒の販売が始まったことが記されている(16）。この間の事情につい

て影山剛は「権配の制定とその歴史的背景ー前漢朝の権酷と桑弘羊 I-」の中で、酒専売制施行

の背景について、天漢 3(B.C.98)年前後には大規模な土木事業や軍事遠征がたびたび行われて

いることを指摘し、酒専売制が疲弊した国家財政を再建するために行われたのではないか、とい

う見通しを立てているが、専売事業の運営形態については不明瞭な点が多い(17)。

権酷はその後、成帝期に再度実施の動きがあったものの取りやめとなり、民間による酒の自由

販売を許可するとともに、酒の販売業者に対して占租の義務が課された(18)。つまり、前漢におけ

る酒専売制の試みは、塩鉄の専売とは異なり短期間のうちに終息し、恒常的な財源とはならなか

ったのである。その理由として影山剛は、①酒の密醸が容易であったこと、②権酷官を全国に配

置するのが困難であったこと、③当時の酒は酸敗しやすく塩・鉄に比べて商財としてのリスクが

大きかったことなどを、藤川和俊は、民間酒業者の実態を十分に把握できなかったことなどを挙

げている(19)。

次に酒専売制が実施されたのは、王葬の「新」王朝に於いてであった。この時期の経済対策と

しては六莞制と貨幣制度の改変が知られるが、このうち六莞制中の一条項として酒専売が制定さ

れていたことは、 『漢書』王葬伝や『同』食貨志の中に比較的詳細に記されている。

六莞制とは、塩、鉄、酒、山沢の産物、銭布銅治（物価調整と金融）、五均除貸（貨幣鋳造と

採銅）の 6項目について国家が独占的に管理・課税しようとするもので(20）、前漢の武帝期と同様、

塩・鉄と並んで酒も専売の対象とされている。ただし、酒については初めて「六莞之令」が設け

られた始建国 2(10) 年の段階では含まれず、のちに毅和魯匡の提案によって追加されたもので

あることが、 『漢書』巻 24下、食貨志の記述からもうかがえる。

義和魯匡言、 「名山大沢、塩鉄銭布吊、五均除貸、斡在県官、唯酒酷独未斡。酒者天之美禄、

帝王所以願養天下、享祀祈福、扶衰養疾。百礼之会、非酒不行。故詩日、 『無酒酷我』。而

論語日、 『酷酒不食』。二者非相反也。夫詩拠承平之世、酒酷在官、和旨便人、可以相御也。

論語孔子当周衰乱、酒酷在民、薄悪不誠、是以疑而弗食。今絶天下之酒、則無以行礼相養。

放而亡限、則費財傷民。請法古、令官作酒、以二千五百石為一均、率開一慮以売、讐五十醸

為準。-'--醸用轟米二鮒、麹一鮒、得成酒六鮒六斗。各以其市月朔米麹三鮒、井計其買而参分

之、以其一為酒一鮒之平。除米麹本買、計其利而什分之、以其七入官、其三及醜載灰炭給エ

器薪樵之費」。

，，かさど

義和魯匡言く、 「名山・大沢、塩鉄・銭・布吊、五均・除貸は斡ること県官に在り、唯だ
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酒酷独り を祈り、衰を扶け疾を

絶たば、

か

曰く、 『酒無ければ我に酷う』

に非ざるなり。

なり。論語は孔子周の

てヽ食わず。

そこな

則ち財を費し民を傷う。請う、

酒は天の美禄、

も、酒に非ざれば行わず。

日く、 『酷いたる酒は食わず』と。
なら

りて、酒酷は官に在り、和

り、薄悪に

相養う無し。

して酒を作らしめ、―

と為す。一醸に轟米二餡、り、

平と

こ

を除き、其の利

の費に給す」と (21)。

まず統治上の酒の効用

おおむ

し、率ね一慮を開き

、成酒六斜六斗を得る。

し、其の一を以て酒一鮒の

を以て官に入れ、

小雅・伐木や『論語』

を典故として掲げながら(22)、 「古に法り、官をして酒を作らしめ」ることを主張している。この

ような経学的潤色はいささか牽強付会の気味があるにしても、酒専売制の必要性を説く魯匡のロ

吻は、王葬らに対してそれなりの説得力を持ち得たのであろう。以降の経過については影山剛

葬の酒の専売制と

関係していたこと

に詳しいが、ここではその破綻の過程において、ひとつの民衆反乱が

目しておく。

ヽては前漢武帝期以来の経済•財政政策を引き継ぐものであり、当

時としては、

化や罰則強化な

困難さ

六莞制

天鳳 4(17) 

した年でも

死刑とさ

流亡者、

た制度であったよう

とられていることか

ったのだろう。地皇 2

た魯匡が弾劾されるという

山東を中心に発生

(l4)年頃のこと、

とうと志すよう

ていた。そこで彼女は、

と引き入れていく。

その復讐は達せ

をはじめとする、

食貨志の記述にもある通り、

もと各地に設置された販売機関

ることを意味していた。
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関われた者が、具体的にどれほど存在したかはわからない。だが一方で、この制度によって排除

され圧迫された者がいたことは容易に想像されよう。呂母がこの専売制度と対立し、圧力を受け

て反乱に至ったという見解は、すでに土屋紀義によって表明されており (25)、藤川和俊もこれを受

けて酒専売制との関係から呂母の乱に注目し、六莞制の失敗の淵源が、商業に関わるさまざまな

人びとの生活の実態を見逃し、制度を一律に施行しようとした運営方法にあったとみている(26)。

民間の酒醸造・販売業者であったとみられる呂母の個人的な報仇が、前後漢交代期の農民反乱の

母胎となり、ついに王恭の新を破滅へと追い込んだことは、酒専売制のもつ難しさを象徴してい

るように思われる。かくして新の試みは失敗に終わり、その後をうけた後漢も含め、酒専売を企

図した制度が再び実行に移されることはなかったのである。

2.魏晋南北朝時代以降の酒専売制度とその研究

魏晋南北朝時代については、まず『三国志』巻 52、呉書、顧薙伝に中書となっfこ呂壱・秦博ら

が職権を乱用して権配障管の利益を恣にしていたという記述がみられることから、三国呉の孫権

統治下において権酷、すなわち酒の専売が行われていたことがわかる (27)。以降の記録は断片的で、

北朝では、北魏・文宣帝の天保 8(557)年 8月に権貼を実施したことが『北史』巻 7、文宣帝紀

に(28)、北周の末に酒坊を設置し塩にも規制をかけていたが、隋代に撤廃されたことが『隋書』巻

24、食貨志にそれぞれ見えている(29）。また、南朝でも陳・文帝の天嘉 2(561)年 12月に、塩と

ともに酒の専売を開始したことが『陳書』巻 3、文帝紀に記されていることから(30)、少なくとも

北魏・北周および陳において権酷が実施に移されていたことがわかる。以上のような一時期を除

けば、おそらく民間で酒の醸造・販売を許し、造酒または売酒に対して課税していたのだろう。

事実、『南斉書』巻 7、東昏候伝や、『南史』巻 5、斉本紀からは、南斉期には酒税を徴収していた

ことが確認できる(31)0 

続く唐宋期の状況についても、魏晋南北朝時代以前のそれに比べて資料が比較的豊富であるこ

とや、一定の研究蓄積が認められること、比較による各時代の特色の把握を進める上で有益であ

ることから、主要な研究についてごく簡単に紹介しておきたい。

唐代では、安史の乱勃発後の財政難から酒麹の専売制が実施された。『冊府元亀』巻 504、邦計

部・権酷によれば、代宗のときに始まり、徳宗の建中 3(782)年の始めに権酒法が定められて以

降改変を加えつつ唐末まで行われたという。唐代における酒専売の状況については、戦前の金井

之忠、丸亀金作の研究や(32)、唐代の租税について論じた吉田虎雄『唐代租税の研究』 (33)、日野開

三郎の邸店や租税に関する一連の研究(34)、唐中葉の社会変革の中に酒専売制を位置づけようとし

た西岡弘晃の論考に詳しい(35)。
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表 1．三国魏晋南朝における酒禁の事例

No 国号 皇帝 年月 詳細 典拠

1 蜀 （劉備） 不詳 時天旱禁酒、醸者有刑。吏於人家索得醸具、 『三国志』巻 38

論者欲令与作酒者同罰。碓与先主滸観、見 蜀書、簡瀕伝

一男女行道、謂先主日「彼人欲行淫、何以

不縛」、先主日「卿何以知之」、宛対日「彼

有其具，与欲醸者同」。先主大笑、而原欲醸

者。

2 東晋 孝武帝 太元 8(383)年 十二月庚午、以寇難初平、大赦。以中軍将 『晋書』巻 9

12月 軍謝石為尚書令。開酒禁。 孝武帝紀

3 安帝 隆安 5(401)年 是歳、飢、禁酒。 『晋書』巻 10

安帝紀

4 安帝 義熙 3(407)年 三年春二月己酉、車騎将軍劉裕来朝。誅東 『晋書』巻 10

（復位） 2月 陽太守殷仲文、南蛮校尉殷叔文、晋陵太守 安帝紀

殷道叔、永嘉太守酪球。己丑、大赦、除酒

稔示 0 

5 劉宋 文帝 元嘉 12(435)年 六月、丹陽、淮南、呉興、義興大水、京邑 『宋書』巻 5

6月 乗船。己酉、以徐豫南克三J,卜|、会稽宣城二 文帝紀

郡米数百万斜賜五郡遭水民。是月、断酒。

6 揚州諸郡大水、己酉、運徐、豫、南尭穀以 『資治通鑑』

賑之。揚小11西曹主簿沈高建議、以為酒棄穀 巻 123、宋紀

而不足療飢、請権禁止、詔従之。

7 元嘉 21(444)年 二十一年春正月己亥、南徐、南豫州、揚州 『宋書』巻 5

正月 之浙江西、並禁酒。 文帝紀

8 元嘉 22(445)年 九月己未、開酒禁。 『宋書』巻 5

9月 文帝紀， 南斉 武帝 永明 11(493)年 五月戊辰、詔日、「水旱成災、穀稼傷弊、凡 『南斉書』巻 3

5月 三調衆通、可同申至秋登。京師二県、朱方、 武帝紀

姑熟、可権断酒」。

10 五月戊辰、以旱故、都下二県、朱方、姑執 『南史』巻 4

権断酒。 斉本紀

西晋から東晋のはじめにかけての事例はいまのところ確認できていないが、葛洪の『抱朴子』

外篇には、酒の害について述べた酒誡篇があり、酒によって罪過を招いた人々の例を挙げながら

「酒は毒物であり、これを慎むべきだ」という立場を明確に示している。また酒禁についても、

凶作で米価が高騰した際に酔漢が地方長官を殺害するという事件が発生し、そのために厳重な禁

酒令が敷かれ、多くの者が処罰されたが酒の密造が後を絶たなかったときのこととして、次のよ

うな話を紹介している。

泊売之家、廃業則困、遂修飾賂遺、依憑権右、所属吏不敢問。無力者独止、而有勢者檀市。

張炉専利、乃更倍告、従其酷買公行靡憚。法軽利重、安能免乎哉。

油売の家、業を廃すれば則ち困しみ、遂に修飾賂遺し、権右に依憑すれば、所属の吏敢えて
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もので、 り り、 し と し‘
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主張がなされていたという（表 1-6)。以降の酒禁に関する記録としては、『宋書』巻 5、文帝紀に、

元嘉 21 (444)年正月にも南徐・南豫J小1・揚J9卜1の浙江西において酒禁の実施と、元嘉 22(445)年

9月の解除が確認できる（表 1-7、1-8)。

その後の事例としては、南斉・武帝の永明 11 (493) 年 4月から 7日まで陰雨のため穀物の生

育不順があり、他方では旱を生じたため、 5月に詔して三調・衆逍の納入を秋まで延ばすととも

に、旱災のため建康•株陵・朱方・姑執の 4 県においてかりに禁酒したことが『南斉書』巻 3 、

武帝紀や『南史』巻 4、斉本紀にみえている（表 1-9、1-10)。

宋～陳までを対象として水旱災発生時の応急対策を分析した、佐久間吉也「南朝における水旱

災とその応急対策」によれば、水旱災はこの間ほぼ 2年に 1度の割合で生じ、とりわけ長江下流

南部地域において水災が多発し、応急対策として酒禁のほかに官中府中の食膳の節減や、賑他や

振貸、税役の減免、罪人の放免などが行われたが、殊に税役減免の詔には実効のないものも多か

ったといわれている(65)。酒禁令についても、先の『抱朴子』外篇にみられるような商人による官

への贈賄や、東晋・安帝期に端的にみられるような王朝交代期等にみられる政治的混乱により、

同様に不徹底に終わったものと推測される。

続いて北朝のうち、北魏における酒禁の事例を表 2によってみていきたい。

まず、水旱災の応急対策とは別の性格をもつ酒禁が、文成帝の治世の中で実施されていること

に注目してみよう。『魏書』巻 5、高宗紀によれば太安 4(458)年 4月に初めて酒禁を設けたこと

が記されている（表 2-1)。ただしこの事例は、これまで紹介してきた災害発生との関係で施行さ

表 2. 北魏における酒禁の事例

No 国号 帝 年月 詳細 典拠

1 北魏 文成帝 太安 4 (458) 四年春正月丙午朔、初設酒禁。 『魏書』巻 5

年 4月 高宗紀
l 

2 高宗初、｛乃遵藝式。太安四年、始設酒禁。 『魏書』巻 111、

是時年穀厘登、士民多因酒致酷訟、或議主 刑罰志

政。帝悪其若此、故一切禁之、醸・活飲皆

l 
斬之、吉凶賓親、則開禁、有日程。

3 楽部郎胡長命妻張氏、事姑王氏甚謹。太安 『魏書』巻 92、

中、京師禁酒、張以姑老且患、私為醒之、 列女伝

為有司所糾。王氏詣曹自告曰、「老病須酒、

在家私醸、王所為也」。張氏日、「姑老抱患、

張主家事、姑不知醸、其罪在張」。主司疑其

罪、不知所処。平原王陸麗以状奏、高宗義

而赦之。
I 

4 献文帝 （即位時） 顕祖即位、除口誤、開酒禁。 『魏書』巻 111、

刑罰志
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れたものではないらしく、『魏書』巻 111、刑罰志は、当時豊作が続き、役人や人びとが酒のこと

で諄いを起こしたり、政治批判を口にしたりする者が多く、こうした風潮を憎んだ高宗が酒の醸

造・販売ならびに飲酒を禁じて、違反者は斬刑に処することとし、慶弔で人をもてなすときに限

り一時的に酒禁を解いたと記し（表 2-2)、『魏書』巻 92、列女伝も、姑の老病のために酒を私造

した胡長命の妻張氏を文成帝が特別に赦免した話を伝えている（表 2-3)。その後酒禁は、口誤の

律とともにその子献文帝の即位の際に解除された（表 2-4) (66)0 

文成帝による酒禁がいかなる理由によって行われたのかは詳らかではないが、その前代の太武

帝期に当時の皇太子であった恭宗（文成帝の父）が、大規模な荘園を所有し商業活動を通じて利

益を得ていたことが『魏書』巻 48、高允伝に、

恭宗季年、頗親近左右、営立田園、以取其利。允諌日（中略）而営立私田、畜養鶏犬、乃至

販酷市鄭、輿民争利、議整流布、不可追掩。

恭宗の季年、頗左右に親近し、田園を営立し、以て其の利を取る。允諌めて曰く （中略）私

田を営立し、鶏犬を畜養し、乃ち市鄭に販酷して、民と利を争うに至り、議声流布して、追

掩すべからず。

と記されている。同様のことは『南斉書』巻 57、魏虜伝に、

偽太子宮在城東（中略）婢使千余人、織綾錦販売、酷酒、養嚢羊、牧牛馬、種菜逐利。

偽太子の宮は城東に在り（中略）婢使千余人、綾錦を織り販売し、酒を酷り、嚢羊を養い、

牛馬を牧し、菜を種え利を逐う。

と記されており、酷酒つまり酒の販売も含まれていたようである。北魏では孝文帝が俸禄制を施

行するまでの間、官への俸禄支給がなかったこともあり (67)、官僚が私的に商業活動を行って富を

得ようとすることがしばしば行われていたらしい。以上は皇族の事例ではあるが、これらの史料

はその一端を示すものであろう。また、『魏書』巻 111、食貨志には文成帝期のこととして、

高宗時、牧守之官、頗為貨利。太安初、遣使者二十余輩循行天下、観風俗、視民所疾苦。詔

使者察諸）小I郡墾殖田畝、飲食衣服、間里虚実、盗賊劫掠、貧富強劣而罰之、自此牧守頗改前

弊、民以安業。

高宗の時、牧守の官、頗る貨利を為す。太安の初め、使者二十余輩を遣し天下を循行し、風

俗を観、民の疾苦する所を視せしむ。使者に詔し諸州郡の墾殖せる田畝、飲食衣服、闇里の

虚実、盗賊の劫掠、貧富強劣を察して之を罰せしむ。此れ自り牧守頗る前弊を改め、民以て

業を安んず(68)0 

とあり、地方官が営利をなして私腹を肥やしていたこと、その対策として、太安元 (455)年に

20人あまりの使者を派遣し、全土において食糧事情や服飾、村落の実態、盗賊の劫掠、民間の貧

富差などを調査させ、その結果に応じて処罰を下したため、地方官の不正は一定程度改善された
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られている。

に出された詔勅の中には、地方官僚の不正を指摘するものがしばしば認め

2 (453)年 11月には自ら信都・中山に赴くなど、

力を注いでいた点は注目されてよい(69)。なかでも中山は、北は満州・

南各地へと続く南北交路上にあたり、物流・交易の拠点であった。平城周辺の自然地理や住民構

こと

造、交通・交易の分析で知られる前田正名の研究によれば、鹿・牛皮などの畜産加工品のほか、

蓮荷、筍、菱などの食用植物や、蒲や莞などの織物材料用植物なども多く、主穀類も

されていたほか、太行山脈の山地からは材木が供給され建築材料として豊富に流通

り

46、

で処刑されているが、

り厳罰に処さ

かったこと、

り、醸

られていたという

太安 2(456)年の冬に、

北魏時代に定川刺史に任じ

いるのは、前田が指摘しているように、

を兼ね行っていたこと、治所のあった中山が非常に豊かであった-

となどが関係していたと考えられる(71)。以上のような経緯と、『魏書』巻 111、刑罰志の

因酒致酪訟（士民多く酒に因りて酷訟を致し）」という記述を勘案するならば、役人や人びとが酒

のことで詳いを起こしたり、政治批判を口にしたりする者が多いなどの理由のほかに、酒の醸造

税の徴収などをめぐる官民トラブルの累積が遠因のひとつとなって、最終的に文成帝に

きない。よ

北魏時代の酒禁は、 ておらず、

ll l、

よう

国用不足、

計一歳所省合米五万三千五十四鮒九升、

十万五百九十九斤。

正光の後、四方多事にして、加うる

を徴す。百姓怨苦し、民命に堪えず。

し、国用足らず、預め天下六年の租調を折

して百官常給の酒を断ち、一歳の省く所

り

しんだ北魏では(73)、財政逼迫のため 6

されていた酒を打ち切ったところ、年間で米（アワ）が 5万3054鮒9

斗(74)、雑穀 6960斜、麦粉 30万599斤を節約することができたという。この事例は、これまで紹

介してきた酒禁とはやや性質が異なるが、小麦・米・黍・米などの穀物を原材料と
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北斉

典拠
『魏書』巻 12、

孝静帝紀

『魏書』巻 12、

孝静帝紀

『北斉書』巻2、

神武帝紀

以久不1『周書』巻 5

武帝紀

『北斉書』巻7、

武成帝紀

『北斉書』巻8、

後主

7
 

ること として、注目

高歓によっ

4月に-

しておきたい。

もとへと去ったのち、

『北斉書』巻 2、

(538)年

3-2、3-3)。

ら30里内に

3-4)。

北斉では、 いる（表3-5)。

この事例は、佐久間吉也が「北朝における水旱災とその応急対策」の中で指摘しているように、

前年の河清 3(564)年 6月および 12月に発生した山東（太行山脈以東）の大水に関連して出さ

れた禁令であろうと思われる(75)。また、後主の時代にも酒禁が行われており、『北斉書』巻 8、後

主紀によれば、

止したこと

沢・塩鉄・

5 {569)年 7月

6 

をかけ、 したこと

じ、 10月に造酒を禁

したため関市・舟車響山
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92、列女伝にみえる、

した話からは、 も

め

える。
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文成帝は太武帝による廃仏のあとをうけ、即位後に復仏の詔を出している。もしこの酒禁が倫理

的・情緒的な側面を持っていたのだとすれば、仏教からの影響なども、ある程度考慮しておく必

要があるのではないだろうか。

仏教が皇帝の行動とその施策に強く影響を及ぼしたと思しき例としては、南朝では梁の武帝の

例が、北朝であれば北斉諸帝の事績が知られている。東魏～北斉期の崇仏事情については、ひと

まず政治史の流れに沿って叙述した、諏訪義純『中国中世仏教史研究』第 2章「東魏北斉仏教の

研究」所収の諸論考を見られたいが(77)、就中、本稿との関係から注目されるのは、武平 2(571) 

年～3(572)年 6月頃までの間、祖斑とともに共に執政に当たっていた高元海の勧めによって「禁

屠宰」「禁酷酒」令が下された点であろう (78）。この事例は、かつて道端良秀が「中国仏教と禁酒

運動一仏教徒の精神生活の一面ー」の中で論じた仏教側の禁酒運動と、本稿で線々取り上げてき

た禁令としての酒禁との間を結ぶひとつの結節点として、一定の意味を持ちうるのではないかと

考えている。

註

(1)同様の問題意識に基づいて執筆した考察に、拙稿「南北朝隋唐時代、弘農華陰の仏教者たち

一弘農楊氏と仏教をめぐる予備的考察ー」（『明大アジア史論集』 18、氣賀澤保規先生退休記念

号、 2014年 3月）、「魏晋南北朝時代における一仏教僧の修道一慧弥の事跡を中心に一」（『文学

研究論集』 41、2014年 9月）、同「魏晋南北朝時代における仏教と祈雨」（『明大アジア史論集』

23、寺内威太郎先生退休記念号、 2019年 3月）などがある。

(2)仏教の戒律についての概説したものは多いが、比較的平易なものとして平川彰『生活の中の

仏教』（春秋社、 1966年）や藤田宏達『生活の創造一仏教の倫理観ー』人生と仏教第 4（佼成出

版社、 1970年）、上田天瑞『戒律の思想と歴史』（密教文化研究所、 1976年）、齊藤隆信『円頓

戒講説』（佛教大学齊藤隆信研究室、 2016年）などを挙げておく。

(3)道端良秀「中国仏教と禁酒運動一仏教徒の精神生活の一面ー」（『大谷大学研究年報』 15、1963

年 3月）。なお氏は、同論考以降も「仏教と酒」の問題に論究しており、その成果は「仏教と酒

一毒酒と薬酒ー」（『大乗菩薩戒の展開』中国仏教史全集 7、書苑、 1985年）へと結実していく。

(4) 『書経』酒諾については、「尚書正義」巻 14、酒詰(『+三経注疏』 1周易・尚書、芸文印書

館、 1993年） pp.206-211、加藤常賢『書経』上、新釈漢文大系 25（明治書院、 1983年） pp.203-213

を参照。

(5) 『日知録之余』については、顧炎武著、黄汝成集釈『日知録集釈』下、清代学術名著叢刊（上

海古籍出版社、 2006年） pp.I 908-1917を参照。

(6)道端良秀「中国仏教と禁酒運動一仏教徒の精神生活の一面ー」（註 3前掲論文）、 pp.189-190

36 



明大アジア史論集第 24号

を参照。

(7)史料上、酒の専売制は「権酒酷」「権酷」「酒権」などと表記されることが多い。権の用法に

ついては加藤繁「権の意義に就いて」（『支那経済史考証』上、東洋文庫、 1952年）初出：『東

洋学報』 10(3)、1920年 11月が、「権酒酷」「権酷」「酒権」などの語句が酒の醸造や販売を国家

が独占的に管理し、あるいは経営下において利益を得る「酒専売」を意味していたことや、漢

代では権が経済的利益を独占するような場合に使用されていたことを指摘している。一方、影

山剛「権配の制定とその歴史的背景ー前漢朝の権酷と桑弘羊 I-」（『帝国学園紀要』 13、1987

年 12月）は、上記三語の使用例を再検討し「酒権」は官民問わず通行した酒専売を意味する用

語として用いられ、「権酒酷」「権貼」は制度の創設・廃止に関する記録の中で用いられている

ことから、後者は国家の正式な用語として規定・使用されていたと指摘し、「酒権」の語が「塩

鉄」のように酒の専売を直接的に指す用語として通行定着していたと断ずることにば慎重な立

場をとる。

(8)青木正兒『中華飲酒詩選』（筑摩書房、 1961年）、同『酒中趣』（筑摩書房、 1962年）。いずれ

も『青木正兒全集』 9（春秋社、 1970年）などに再録。

(9)青木正兒「飲酒詩雑感」（『青木正兒全集』 9、註 8前掲書） pp.49-50、初出：『文藝春秋』 1961

年 5月。なお同文章は、小倉芳彦の解説を付し、新字体・新仮名遣いに改めるなど一部に編集を

加えた、『酒の肴．抱樽酒話』岩波文庫（岩波書店、 1989年）にも収められている。

(10) 『韓非子』外儲説右上に「宋人有酷酒者。升概甚平、遇客甚謹、為酒甚美、県織甚高。著然

不信、酒酸」とある。

(11) 『史記』巻 86、刺客列伝、荊飼伝に「荊詞既至燕、愛燕之狗屠及善撃筑者高漸離。荊輌嗜酒、

日与狗屠及高漸離飲於燕市、酒酬以往、高漸離撃筑、荊飼和而歌於市中、相楽也、巳而相泣、

労若無人者。荊飼雖滸於酒人乎、然其為人沈深好蓄、其所滸諸侯、尽与其賢豪長者相結」とあ

る。

(12) 『史記』巻 8、高祖本紀に「好酒及色、常従王娼・武負貰酒。酔臥、武負・王姐見其上常有

龍、怪之。高祖毎酷留飲、酒醒数倍。及見怪、歳覚、此両家常折券弁責」とある。

(13) 『史記』巻 117、司馬相如伝。同伝にみえる酒販売の様子については、山田勝芳「中国古代

の商人と市籍」（『加賀博士退官記念中国文史哲学論集』講談社、 1979年）に詳しい。

(14)中国古代の酒陣に関する文献上の記述については、竹内康浩「居酒屋をめぐる中国社会史一

下田淳『居酒屋の世界史』をめぐって一」（『釧路論集ー北海道教育大学釧路分校研究報告一』

44、2012年 12月）がそのいくつかを紹介している。なお同論文では言及されていないが、四

川省内で出土した画像碍にも酒の醸造や飲酒に関わるものもある。劉志遠・余徳章・劉文傑編

著『四川漢代画象碍与漢代社会』（文物出版社、 1983年）、渡部武『画像が語る中国の古代』イ
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メージ・リーディング叢書（平凡社、 1991年） pp.203-221などを参照。

(15)吉田虎雄『両漢租税の研究』中国学術研究叢書 2（大安、 1966年）初版：大阪屋琥書店、 1942

年、丸亀金作「漢代の酒専売に就て(1)」（『歴史学研究』 120、1944年 4月）、影山剛「権酷の制

定とその歴史的背景ー前漢朝の権酷と桑弘羊 I-」（註 7前掲論文）、同「権酷の廃止と桑弘羊

ー前漢朝の権貼と桑弘羊IIー」（『帝国学園紀要』 13、1987年 12月）、山田勝芳『秦漢財政収入

の研究』（汲古書院、 1993年）、影山剛『王若の酒の専売制と六莞制』（私家版、 1990年）、同『王

赤の除貸法と六莞制およびその経済史的背景一漢代中国の法定金属貨幣・貨幣経済事情・高利

貸付・兼井等をめぐる諸問題ー』（私家版、 1995年）、藤川和俊「呂母の乱と六莞制」（『青山史

学』 27、2009年 3月）。

(16) 『漢書』巻 7、昭帝紀に「秋七月、罷権酷官、令民得以律占租、売酒升四銭」とある。

(17)たとえば吉田虎雄は『両漢租税の研究』（註 15前掲書） p.141の中で、前漢期の権酷では醸

造・販売ともに官において行ったと述べ、専売事業の経営形態について踏み込んだ見解を示し

ているが、影山剛「権酷の制定とその歴史的背景ー前漢朝の権酷と桑弘羊 I-」（註 7前掲論文）

は「根拠となる史料の提示があるわけではない」として、これに慎重な立場をとっている。

(18)占租を申告納税と解することについては、平中苓次「漠代の営業と『占租』」（『中国古代の

田制と税法一秦漢経済史研究ー』東洋史研究叢刊 16、東洋史研究会、 1967年）初出：『立命館

文学』 86、1952年 7月を参照。なお、酒の専売が首都圃では前漢の地節 3(B.C.67)年頃まで

存続していたとする、青野嘉助「漢の権酷廃止の年代に就いて」（『東亜経済研究』 18(2)、1934

年）のような見解もあるが、前掲平中論文の付記や影山剛「権配の廃止と桑弘羊ー前漠朝の権

貼と桑弘羊IIー」（註 15前掲論文）は、青野論文が根拠とする、『漢書』巻 76、趙広漢伝にみ

える、長安場内の霜馬邸「私屠配」強制捜査事件が「専売制違反」によるものではないとして、

これを批判している。

(19)影山剛「権酷の廃止と桑弘羊ー前漢朝の権酷と桑弘羊IIー」（註 15前掲論文）、藤川和俊「呂

母の乱と六莞制」（註 15前掲論文）。

(20)王葬の経済政策の内容と特色については、河地重造「王芥政権の出現」（『東アジア世界の形

成』 1、岩波講座世界歴史 4、古代 4、岩波書店、 1970年）や東晋次『王非一儒家の理想に憑か

れた男ー』白帝社アジア史選書 3（白帝社、 2003年）などの概説においても詳しく紹介されて

いるほか、影山剛『王葬の酒の専売制と六莞制』（註 15前掲載書）、同『王葬の除貸法と六莞制

およびその経済史的背景一漢代中国の法定金属貨幣・貨幣経済事情・高利貸付・兼井等をめぐ

る諸問題一』（註 15前掲載書）などの専論があり、本稿執筆にあたっても参照した。

(21) 『漢書』巻 24下、食貨志に「故詩曰、『無酒酷我』。而論語日、『酷酒不食』」とあるのは、

•それぞれ『詩経』小雅・伐木の「有酒渭我、無酒配我」と『論語』巻 5、郷党「泊酒市肺、不
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食」のことを指している。両書ともに複数の訳注があるが、さしあたり『詩経』については、

境武男『詩経全釈』（境教授頌寿記念会、 1984年） pp.396-400、目加田誠『定本詩経訳注』上、

目加田誠著作集 2（龍湊書舎、 1982年） pp.330-332、『論語』については、木村英一訳注『論語』

講談社文庫（講談社、 1975年） pp.252-255、金谷治訳注『論語』改訳、岩波文庫（岩波書店、

1999年） pp.191-192を参照。

(22) 『漢書』巻 24下、食貨志。なお食貨志の当該部分については下記の訳注があり参考になる。

加藤繁訳注『史記平準書・漢書食貨志』岩波文庫（岩波書店、 1942年） pp.215-217、黒羽英男

『漠書食貨志訳注』（明治書院、 1980年） pp.163-164、永田英正・梅原郁訳注『漢書食貨・地理・

溝油志』東洋文庫 488（平凡社、 1988年） pp.178-180。

(23)六莞制の崩壊過程については、影山剛『王葬の酒の専売制と六莞制』（註 15前掲書） pp.52-57

を参照。

(24)呂母の乱を含む、前漢・後漢交代期の民衆反乱について概観を行った先行研究としては、木

村正雄「前後漢交替期の農民叛乱ーその展開過程ー」（『中国古代農民反乱の研究』東京大学出

版会、 1979年）初出：『東京教育大学文学部紀要』 61、1967年 3月がある。また、奥崎裕司「中

国民衆反乱史」（青年中国研究者会議編『続中国民衆反乱の世界』汲古書院、 1983年）も、「呂

母の乱を“復讐”を核とした反乱の典型」と見て春秋から清に至る民衆反乱史の中にこれを位置

づけており、示唆に富む。

(25)士屋紀義「一世紀前半の民衆叛乱集団に関する若干の問題」（青年中国研究者会議編『中国

民衆反乱の世界』汲古書院、 1974年）。

(26)藤）1|和俊「呂母の乱と六莞制」（註 15前掲論文）。

(27) 『三国志』巻 52、呉書、顧宛伝に「呂壷、秦博為中書、典校諸官府及朴I郡文書。翌等因此漸

作威福、遂造作権酷障管之利」とある。

(28) 『北史』巻 7、文宣帝紀に「秋八月已已、庫莫羹遣使朝貢（中略）辛巳、制権酷」とある。

(29) 『隋書』巻 24、食貨志に「開皇三年正月、帝入新宮。初令軍人以二十一成丁。減十二番毎歳

為二十 H役、減調絹ー疋為二丈。先是尚依周末之弊、官置酒坊収利、塩池塩井、皆禁百姓採用。

至是罷酒坊、通塩池塩井与百姓共之。遠近大悦」とある。渡辺信一郎『「魏書」食貨志・「隋書」

食貨志訳注』（汲古書院、 2008年） pp.193-194もあわせて参照。

(30) 『陳書』巻 3、文帝紀に「十二月 （中略）甲申、立始興国廟於京師、用王者之礼。太子中庶

子虞姦、御史中丞孔奥以国用不足、奏立葵海塩賦及権鮎之科、詔並施行」とある。

(31) 『南斉書』巻 7、東昏候伝「京邑酒租、皆折使輸金、以為金塗」、『南史』巻 5、斉本紀「都

下酒租、皆折輸金、以供雑用」。

(32)金井之忠「唐の権貼」（『文化』 7(6)、1940年 6月）、丸亀金作「唐代の酒の専売j (『東洋学

39 



明大アジア史論集第 24号

報』 40(3)、1957年 12月）。

(33)吉田虎雄『唐代租税の研究』（汲古書院、 1973年）。

(34) 日野開三郎『続唐代邸店の研究』日野開三郎東洋史学論集 18（三一書房、 1992年）初出：

同『続唐代邸店の研究』（私家版、 1970年）の「9邸店と権力」の中でも唐代の権酒について

言及し、その方法として、①「官が醸造場を置いて自ら酒麹を製造販売し、民間の私造を禁止

する法」、②「権酒によってそれまで挙げていた利収の額を直接税として民戸の資産に応じて按

分賦課し、両税と一括徴収し、その代り私造を自由勝手する法で、主として郷村地区に施行せ

られ、従ってその民戸への配賦も所有田畝数に按配し、これを地頭権酒銭と呼んでいた」もの、

③「主としで）、11県治や草市等の都市地区に行われたもので、専売税を納めた店戸に酒造権を与

えるという法」の 3種があり、制度の中に「官の造売」と「店戸への酒造権賦与」の 2つがあ

ったという (pp.644-647)。また、同『唐代租調庸の研究』 II、課輸篇上（私家版、 1975年） pp.50-51

でも権酒銭に言及し、城邑では酒戸を定め醸造・販売をさせて毎斗ごとに一定額を徴収し、郷

村では官が酒麹を醸売するというのが一般的な方法であったといわれている。なお、憲宗期に

入るとその方法に変更が加えられ、小1,1県の専売実績に基づいてその権酒銭歳入額を直接税とし

て民戸に配賦、毎戸の資産高に応じて両税と併徴し、民間の醸造・販売を自由にしたと指摘し

ている。

(35)西岡弘晃「唐代における酒専売制度について」（『中村学園研究紀要』 3、1970年 12月）。

(36)武田金作「宋代の権酷に就いて」（『史学雑誌』 45(5• 6)、1934年）。

(37) 日野開三郎「宋代史概説」（『東洋史学研究』日野開三郎東洋史学論集 20、三一書房、 1995

年）初出：『東洋中世史』 3、世界歴史大系 6（平凡社、 1934年）では「専売法の発達」と題す

る章を設け、宋代の塩法・権茶法・権酷法・銅．錫及び攀の禁権、舶来品の禁権について述べ

ている。

(38)古林森広「都市酒造業」（『宋代産業経済史研究』国書刊行会、 1987年）初出：「宋代開封に

おける酒専売制と酒造業」（『明石高専研究紀要』 16、1974年 3月）、および、同「農村酒造業」

（『宋代産業経済史研究』国書刊行会、 1987年）初出：「宋代農村の酒造業」（『兵庫教育大学研

究紀要』 1、1981年 8月）。なお氏には「宋代における酒の販売機構ーとくに脚店と拍戸につい

てー」（『中国宋代の社会と経済』国書刊行会、 1995年）などの論考もある。

(39)熊本崇「権貼をめぐる宋の豪民一買撲と店を中心に一」（『集刊東洋学』 41、1979年 5月）。

同論文は、古林森広「農村酒造業」（『宋代産業経済史研究』、註 38前掲書）とは買撲酒坊の経

営形態等について見解を異にしており、岡元司「書評古林森広『宋代産業経済史研究』」（『史

学研究』 176、1987年 7月）の中で指摘・分析がなされている。

(40)近藤一成「宋代地主の営利活動と買撲坊場」（『早稲田大学大学院文学研究科紀要』別冊 l、
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1975年 3月）。

(4l)島居一康 I宋代権酷の課税構造」（『宋代財政構造の研究』汲古書院、 20l2年）。

(42)たと

史・

代史』

げられる。

(43) 

(44) 

(45} 

(46)篠田統

(47)小林清市

旧唐書」

（『東洋史学研究』日

1971年）、中嶋敏編

『校訂訳註斉民要術』

l957-1959年。

東洋文庫 528

（第一出版、 1945

（八坂書房、 1978丁 lo

（角川書店、 1963年）に、

2018年）、日野開三郎「旧

20、三一書房、 1995年）初出：

6 （東洋文庫、 2006年）な

1969年 l2月）初版：

は藪内清編『中国

は同編『宋元時代の科学技術史』

1967年）にそれぞれ掲載されていたものである。

にみる醸造の呪術」（『中国博物学の世界一「南方草木状」「斉民要術」

を中心に一』農山漁村文化協会、 2003年）初出：『中国思想史研究』 12、1989年 12月。

(48)中村喬「『北山酒経』の造酒法について一北宋時代浙江の一造酒法ー」（『東洋史研究』 50(3)、

l991年 12月）。

(49)大谷彰『中国

(50) 

年）。

(5 l) 

l2月）

(52) 日

代邸店の研究』

(5 3) ． 

(54) 

同

ち『飲食与中

書房、 2007

(55)下田淳

（柴田書店、 1974年）。

れた酒ー中国酒、その技術と

日

1968年）。

上・中・下

東方選書 20（東方書店、 I992

と地理』 l8(4)--18(6)、1926年 10月4926

17（三一書房、 1992年）初出：

（中国芸文研究会、 2000

る研究としては、

と『往古的滋味ー中

『中国飲食文化』

として刊行されている。

講談社現代新書2120
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（江蘇古籍出版社、 2002

2006年）などがある。このう

については翻訳があり、そ

、同『図説中国食の文化誌』（原

2011年）、竹内康浩「居酒屋をめ



ぐる中国社会史ー下

(56)吉田虎雄

. 1943 

(57) 

(58) 

(59) 『後漢書』巻 7、

爛、則為国宝。
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禁貼酒」とあ

、祠祀裁足」とある。

24 

14前掲論文）。

1966年）

、『後漢

日、朝政失中、

当為飢條者儲。 趣不棄

(60)丸亀金作「唐代の酒の専売」

1980年）。

32前掲論文）、 『魏晋南北朝水利史研究』（開明

(6l) 

(62) 

(63) 

「酒顛」

外篇、

1970年） pp.142-143。

l967 

1、東洋文庫 525 l990年）がある

12月）。

とその応急対策」

てヽ」（『福大史学』 2、1966

3、l9面年 II月）、「晋代における

としては、御手洗勝

日

てヽ」

(64)佐久間吉也「晋代における水旱災とその応急対策」（『魏晋南北朝水利史研究』、註 60

20、l975

所収「晋代水旱災年表」「晋代水旱災別頻度表」「晋代地域別水旱災頻度表」 pp.223-237、およ

び、佐藤武敏『中国災害史年表』（国書刊行会、 1993年） pp.35-36を参照。

(65)佐久間吉也「南朝における水旱災とその応急対策」（『魏晋南北朝水利史研究』、註 60

：「南朝の水旱災と税役の減免」（山崎先生退官記念会編『東洋史学論集ー山崎先生退官記

(66)このうち『魏書』

l964年） pp200”20l 

(67) け

月、

12月）。

1979年）

てヽ」

24(2)、1965年 9月、松永雅生
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施前の地方官の収入ー」（『研究紀要』 2、1969年 9月）、同「北魏の官吏俸禄制実施と均田制（そ

の 2)一俸制実施前の在京官吏・貴族の収入ー」（『研究紀要』 3、1970年 11月）、長堀武「北魏

の俸禄制施行とその意義」（『集刊東洋学』 47、1982年 5月）などの諸論考を参照。

(68)当該部分については、渡辺信一郎『「魏書」食貨志・「隋書」食貨志訳注』（註 29前掲書） pp.29-30

をあわせて参照。

(69)文成帝は地方政治に積極的な皇帝であったといわれる。彼の治世を含む北魏前期の孝課につ

いては、福島繁次郎「北魏前期の孝課と地方官」（『中国南北朝史研究』増訂版、註 67前掲書）

初出：『滋賀大学学芸学部紀要』 9、1959年 12月を参照。

(70)前田正名「平城から河北平野に出る交通路」（『平城の歴史地理学的研究』風間書房、 1979)。

(71)許宗之をはじめとする北魏における定州刺史の貪械と処罰については、前田正名「平城から

河北平野に出る交通路」（『平城の歴史地理学的研究』、註 70前掲書）に詳しい。

(72)当該部分については、渡辺信一郎『「魏書」食貨志・「隋書」食貨志訳注』（註 29前掲書） pp.84-86

をあわせて参照。

(73)北魏末の災害と民衆反乱との関係、とりわけ大乗の乱については、佐藤智水「大乗の反乱」

（『北魏仏教史論考』岡山大学文学部研究叢書 15、岡山大学文学部、 2008年）初出：「北魏末の

大乗の乱と災害」（『岡山大学文学部紀要』 14、1990年 12月）に詳しい。

(74)渡辺信一郎『「魏書」食貨志・「隋書」食貨志訳注』（註 29前掲書） p.85の校勘にしたがい、

『通典』によって「升」を「斗」に改めた。

(75)佐久間吉也「北朝における水旱災とその応急対策」（『魏晋南北朝水利史研究』、註 60前掲書）

初出：「中国北朝の水旱災と応急対策」（『福島大学学芸学部論集』 17(1)、1965年 10月）。

(76)佐久間吉也『魏晋南北朝水利史研究』（註 60前掲害）、佐藤武敏『中国災害史年表』（註 64

前掲書）。

(77)諏訪義純『中国中世仏教史研究』学術叢書・禅仏教（大東出版社、 1988年）。

(78)諏訪義純「北斉帝室と仏教（2)一廃帝から後主まで一」（『中国中世仏教史研究』、註 77前

掲書）は、「祖斑と一時、執政に当った高元海は、「禁屠宰」「禁酷酒」の令を後主に勧めて下さ

しめているのは、仏教の説く不殺生の教えによっているとみてよい」 (p.281) と記している。

また、鎌田茂雄『中国仏教史』 3、南北朝の仏教上（東京大学出版会、 1984年）も、文宣帝の

奉仏について述べる中でこれに言及し、『北斉書』巻 14、思宗伝の「元海好乱楽禍、然詐仁慈、

不飲酒峨肉。文宜天保末年敬信内法、乃至宗廟不血食、皆元海所謀。及為右僕射、又説後主禁

屠宰、断貼酒。然本心非靖、故終致覆敗」という記述に基づきながら、「右僕射になってからは

後主に屠殺を禁じ、酒の売買を禁じるように説得した。しかしその本心は安らかでなく乱を好

み（中略）仏教の教えによって偽善をよそおったものにすぎない」と述べつつ、高元海が林慮
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山に入山して 2年修行したことが、文宣帝の晩年における仏教への傾斜（文宣帝は天保の末年

に仏法を敬信し、宗廟の祀りにも獣肉を備えなかった）に大きな影響を与えたことは否定でき

ない、と指摘している (p.397)。
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